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提  案  理  由 
 

報告第１号 令和７年度養父市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て 

 

報告第２号 令和７年度養父市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

報告第３号 令和７年度養父市下水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

て 

 

  理  由 上記３件は、令和８年度に繰り越した事業の繰越計算書を報告

するものである。 

 

承認第３号 

専決第３号 

専決処分したものにつき承認を求めることについて 

養父市税条例の一部を改正する条例制定の専決処分について 

 

  理  由 本件は、地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２

号）、地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和８年政令第

83号）並びに地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改

正する等の省令の一部を改正する省令（令和８年総務省令第44

号）、地方税法施行規則の一部を改正する省令（令和８年総務省

令第45号）、地方税法施行規則の一部を改正する省令（令和８年

総務省令第46号）及び地方税法施行規則の一部を改正する省令

（令和８年総務省令第47号）が令和８年３月31日にそれぞれ公布

され、原則として令和８年４月１日から施行されたことに伴い、

養父市税条例（平成16年養父市条例第60号）の一部を改正する条

例を制定する必要が生じましたが、施行期日が迫っており、市議

会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、専決処分

したことに対し、承認を求めるものである。 

【主な改正内容】 

１ 軽自動車税の環境性能割を廃止し、種別割を軽自動車税

とすることに伴う改正 

２ 特定大口株主配当等の特定配当等への追加 

３ 肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例

の適用期限の延長 

４ 改修特別特定建築物に対するわがまち特例割合の規定を

新設 
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議案第31号 養父市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、地方税法等の一部を改正する法律等が令和８年３月31

日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うものである。 

【主な改正内容】 

１ 公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務の範囲

の見直し 

２ 固定資産税（家屋・償却資産）の免税点の引き上げ 

３ 特定一般医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の

特例の適用期限の延長 

４ 特定暗号資産取引に係る課税の見直しに伴う所要の整備

及び新設 

 

議案第32号 養父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

理  由 本件は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が、令和８年

３月31日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うものであ

る。 

【主な改正内容】 

１ 課税限度額の引き上げ 

２ 子ども・子育て支援納付金の課税額設定及び創設に伴う所

要の措置 

３ 減額措置に係る軽減判定所得の基準額の見直し 

 

議案第33号 養父市福祉医療費等助成条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

理  由 本件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律施行令（平成18年政令第10号）及び介護保険法施行令（平

成10年政令第412号）が一部改正され、兵庫県福祉医療費助成事

業実施要綱（以下、「県要綱」という。）が改正されることに伴い、

所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は県要綱の施行日に合わせ、令和８年７月１日か

らとしている。 

【主な改正内容】 

年金額の改定により、福祉医療費等助成事業における所得要

件の低所得判定基準を82万6,500円以下（現行80万９千円以下）

に引き上げる。 
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議案第34号 養父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

理  由 本件は、児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第

29号）の施行に伴い、地域限定保育士制度が一般制度化され、令

和８年４月より兵庫県が国から「地域限定保育士試験」の実施が

可能となる「認定地方公共団体」として認定されたことを受け、

次の３条例について所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は公布の日からである。 

【改正する条例】 

○養父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例 

○養父市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例 

○養父市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例 

【主な改正例】 

 地域限定保育士（兵庫県の区域に限る）の追加等 

 

議案第35号 関宮小さな拠点（仮称）什器及び備品の取得について 

 

理  由 本件は、関宮小さな拠点（仮称）什器及び備品を取得するため、

養父市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（平成16年養父市条例第57号）第３条の規定により、議

会の議決を求めるものである。 

 

議案第36号 損害賠償の額を定め和解することについて 

 

理  由 本件は、市道での事故に係る損害賠償の額を定め和解すること

について、地方自治法第96条第１項第12号及び第13号の規定によ

り議会の議決を求めるものである。 

【事故の概要】 

令和８年２月21日、市道万久里吉井線にて、事故現場の市道路

肩にわだち掘れによる段差が生じていたため、落下し左タイヤの

パンク及びホイルを損傷させたもの。 

■損害賠償の額 5,568円 

■過失割合   市の過失20％ 相手方の過失80％ 

 

議案第37号 市道路線の廃止について 

 

理  由 本件は、市道路線を廃止するため、道路法（昭和27年法律第180

号）第10条第３項の規定により議決を求めるものである。 
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議案第38号 市道路線の認定について 

 

  理  由 本件は、道路法第８条第１項の規定により、新たに市道として

認定するため、同条第２項の規定により、議決を求めるものであ

る。 

 

議案第39号 令和８年度養父市一般会計補正予算（第１号） 

 

議案第40号 令和８年度養父市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第41号 令和８年度養父市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

  理  由  上記３件は、当面必要とする経費の補正を行うものである。 

 

同意第１号 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 

 

  理  由 本件は、固定資産評価員の選任について、地方税法（昭和25年

法律第226号）第404条第２項の規定により、議会の同意を求める

ものである。 

 

同意第２号 教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

  理  由 本件は、教育委員会の委員の任命について、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意

を求めるものである。 

【任期】 

令和８年７月１日から令和12年６月30日までの４年間 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


